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はじめに 

 

我が国の学校給食は、明治２２年（１８８９年）に山形県鶴岡町の私立忠愛小学校において始ま

って以来、さまざまな変遷を辿ってきた。 

現在の学校給食の目標は、学校給食法（昭和２９年６月３日法律第１６０号）第２条に示される

とおりである。 

この目標を達成するための学校給食の提供のあり方は、各地方公共団体において様々な方法が選

択されるが、東久留米市では昭和６３年度に導入された親子調理方式を基本として取り組んできた。 

しかし、それから２０年余が経過し、小学校の児童数がピーク時の半分以下に減尐したことから、

学校規模適正化計画を推進してきており、同時に行財政改革、定員適正化の観点から学校給食経営

の在り方も見直しの必要に迫られている。 

一方、平成 17 年には食育基本法（平成１７年６月１７日号外法律第６３号）が、平成１８年３

月には「食育推進基本計画」が策定された。 

また、東京都では、平成１８年９月に「東京都食育推進計画」を策定し、東京の食環境にふさわ

しい食育の推進を図るための基本的な考え方と具体的な施策が示された。 

こうした背景がある中で東久留米市においても「東久留米市食育推進づくりの基本方針」が平成

20 年 11 月に策定された。 

｢『食』によって、健全な心身や豊かな人間性を育むこと」を基本理念とするこの方針には、給食

を通じて食の大切さや正しい知識を身に付けさせること、農業体験を通じて、地場産農作物に対す

る意識を高めるとともに、食べ物の大切さを身に付けさせることなどが示されており、実際に学校

給食に地場産物を活用したり、地域の郷土食や行事食を提供することを通じ、地域の文化や伝統に

対する理解と関心を深めることに取り組んで来ている。 

これらの食育基本法、及び東久留米市食育推進づくりの基本方針を基本としながら小学校給食の

目標を達成するため、小学校給食調理を公の管理・運営から、公が管理し、民に運営の一部を委託

する取り組みを推進する。 
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Ⅰ 学校給食調理業務を取り巻く現状と課題 

 

学校給食は、子どもたちが栄養のバランスのとれた食事内容や食についての衛生管理などを学び、

望ましい食生活の形成に関する家庭教育の活性化を図る役割、さらに社会全体として欠乏しがちな

栄養素の摂取を確保する機会を提供するという役割を果たしている。 

また、食に関する指導を効果的に進めるための重要な教材として、給食の時間はもとより各教科

や特別活動、総合的な学習の時間等において活用することもできる。  

児童生徒に望ましい食習慣と食に関する実践力を身に付けさせ、地場産物や郷土食、行事食を提

供することを通じて、地域の文化や伝統に対する理解と関心を深めるなど高い教育効果が期待でき

る。 

 

現在、東久留米市の小学校給食調理業務は、各小学校に配属された市の常勤職員と臨時職員によ

り、「親子調理方式」と「単独調理方式」を併用した形態で実施している。  

調理業務に従事する職員数は、平成２１年４月１日現在、正規調理員２７名、正規代替調理員２

０名、臨時調理員２１名で、人件費及び物件費(賃金)は平成２０年度予算で約３億４千万円である。 

一方、行政改革の流れのなかで、昭和６０年１月、文部省から「学校給食業務の運営の合理化に

ついて」が各都道府県教育委員会あてに通知され、この中で、一定の条件のもと地域の実情等に応

じた適切な方法により、学校給食運営の合理化を推進するよう方針が示された。 

この文部省（現文部科学省）の方針に基づき、既に多摩２６市では７市４４校が給食調理業務の

民間委託を導入し、民間の学校給食を提供する能力や競争力を活用して、より尐ない経費で学校教

育の意義に即した給食を提供している。 （平成２０年度学務課長会資料による） 

また、東久留米市の行財政改革プラン及び定員適正化計画では、民間との役割分担を見直し、民

営化、民間委託等を一層進めていくべきことが提言されており、あらゆる資源を活用して、効果

的・効率的に行政サービスを提供することが、市政運営上の重要な課題となっている。  
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Ⅱ 親子調理方式導入の経過と現状 

 

１ 親子調理方式導入の背景 

 東久留米市における小学校給食は、昭和３８年に開始された。 

 昭和５４年には、児童数が最も多い 13,063 人に達し、給食棟の増築対応や、食数に応じた

調理員の配置に対する財政負担が問題となった。これを解消するため、効率的な食の提供方法

として二校分を一校で調理し、調理校でない学校へ配送する親子調理方式を段階的に導入する

こととした。昭和６３年には、当時大規模校であった第一小学校と第七小学校を除き、親子調

理方式体制が完成した。 

 

親子調理方式が完成した導入当初の状況（昭和６３年５月１日） 

出典：昭和６３年度統計東久留米 

親校 子校 
合計(人) 

学校名 児童数(人) 学校名 児童数(人) 

第一小学校 ６８６   ６８６ 

第二小学校 ６５９ 第六小学校 ３７１ １，１７４ 

第五小学校 ７２５ 南町小学校 ４２９ １，１５４ 

第七小学校 ８６５   ８６５ 

第九小学校 ７６５ 滝山小学校 ４０２ １，１６７ 

第十小学校 ５８５ 下里小学校 ４０７ ９９２ 

小山小学校 ３８２ 第八小学校 ２３６ ６１８ 

神宝小学校 ５９４ 第四小学校 ５１５ ９６５ 

本村小学校 ６６１ 第三小学校 ４７０ １，１３１ 

合  計 ５，９２２  ２，８３０ ８，７５２ 

比  率 ６７．６６％  ３２．３４％ １００％ 

特別支援学級を含む 

【参考】 

昭和６１年度 小山小―第八小 

昭和６２年度 神宝小―第四小、第十小―下里小 

昭和６３年度 本村小―第三小、第五小―南町小、第二小―第六小、第九小―滝山小 

※ 第一小学校と第七小学校は、食数が多いため単独調理校とした。 

   子校である第四小と第六小の親校は途中で入れ替わっている。 
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 ２ 導入後の現状 

 昭和６３年に親子調理方式体制が完成してから２０年余が経過し、様々な課題が生じている。 

   

 導入当初における親校（調理校）での調理比率は、子校(配膳校)に対して約６８％であった

が、現状（平成２１年５月１日現在）では約７５％までに上昇している。 

 学校規模適正化計画に基づく小規模校の閉校が完了すると、親校(調理校)での調理比率が

益々上昇し、親子調理方式の財政効果がさらに薄まってゆくと予想される。 

逆に、調理数が 1,000 食を超え親校（調理校）と子校（配膳校）の調理数が逆転している本

村小学校と第三小学校の組み合わせという問題もある。 

文部省通知「学校給食業務の運営の合理化について」に照らして考えるとき、食数が約３

０％減尐していながら、子校（配膳校）への輸送費(平成 21 年 41,550 千円)及び配膳員にかか

る賃金(同 18,169 千円)など固定経費が多く、経費削減は困難な状況である。 

 また、東久留米市の行財政改革プラン及び定員適正化計画に基づいて定年退職不補充の運用

がされてきており、現行親子調理方式体制下における正規職員の調理員配置が限界に来ている。 

 

 

       現状(平成２１年５月１日現在)       出典：平成２１年度学校基本調査 

親校 子校 
合計(人) 

学校名 児童数(人) 学校名 児童数(人) 

第一小学校 ５８０   ５８０ 

第二小学校 ６７４ 第四小学校 ６３ ７３７ 

第五小学校 ５５２ 南町小学校 ４０１ ９５３ 

第七小学校 ５８８   ５８８ 

第九小学校 ５７０   ５７０ 

第十小学校 ３９９ 下里小学校 １３３ ５３２ 

小山小学校 ３８２ 第八小学校 ２３ ４０５ 

神宝小学校 ３９９ 第六小学校 ２４２ ６４１ 

本村小学校 ３９１ 第三小学校 ６６２ １，０５３ 

合  計 ４，５３５  １，５２４ ６，０５９ 

比  率 ７４．８５％  ２５．１５％ １００．００％ 

特別支援学級を含む 
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 ３ 親子調理方式継続の可能性 

平成２５年当初における児童数の推計は以下のとおりである。 

 

     平成２５年度児童数見込み        出典：平成 20 年度東京都学校別推計表 

親校 子校 
合計(人) 

学校名 児童数(人) 学校名 児童数(人) 

第一小学校 ５４３   ５４３ 

第二小学校 ５７８ 第四小学校 １１３ ６９１ 

第五小学校 ５２３ 南町小学校 ４３０ ９５３ 

第七小学校 ６２９   ６２９ 

第九小学校 ４７６   ４７６ 

第十小学校 ３５５ 下里小学校 １３２ ４８７ 

小山小学校 ３２６   ３２６ 

神宝小学校 ３４９ 第六小学校 ２３１ ５８０ 

本村小学校 ３８８ 第三小学校 ５４１ ９２９ 

合  計 ４，１６７  １，４４７ ５，６１４ 

比  率 ７４．２３％  ２５．７７％ １００％ 

特別支援学級を含む 

 ※ 表中の第四小学校・下里小学校は、東久留米市立学校再編成にかかる実施概要（基本プラ

ン）により適正化対象校となっている。 

 

（１）新たな組合せの模索 

東久留米市学校再編成に係る実施概要（基本プラン）による適正化対象校の閉校を前提とし

た場合、第二小学校、第十小学校及び小山小学校は単独調理校となる可能性がある。 

さらに食数や配送時間を考慮しながら、調理比率を親子調理方式の導入当初まで回復するよ

うにするならば、調理校を配膳校に変更することや、逆に子校を調理校にするなどの再編成が

考えられる。これは児童数推計を見ながら時間をかけて取り組まなくてはならない課題である。 
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Ⅲ 給食調理体制の検証 

 

１ 職員体制 

（１）２１年度職員配置 

   親子調理校６グループ、単独調理校３校となっており、全て正規職員３人配置である。 

 

親 校 

 

子 校 

 

児童数 

（人） 

職  員  配  置 （人）  

栄養士配置 配置基準数 正規調理員 正規代替 

調理員 

臨時調理員 

第一小学校  ５８２ ５ ３ ２ ２ 都職員 

第二小学校 第四小学校 ７３８ ５ ３ ３ ３ 市職員 

第五小学校 南町小学校 ９５３ ６ ３ ３ ３ 市職員 

第七小学校  ５６５ ５ ３ ２ ２ 市職員 

第九小学校  ５７０ ５ ３ ２ ２ 都職員 

第十小学校 下里小学校 ５３２ ５ ３ ２ ２ 市職員 

小山小学校 第八小学校 ４０６ ４ ３ １ ２ 市職員 

神宝小学校 第六小学校 ６２４ ５ ３ ２ ２ 都職員 

本村小学校 第三小学校 １，０２２ ６ ３ ３ ３ 市職員 

合   計 ５，９９２ ４６ ２７ ２０ ２１  

※ 児童数は平成２１年度学級編制数値 

（２）２１年度以降の退職者 

 調理員は今後５年間で正規職員数が４人減尐、栄養士は２名減尐する。 

年  度 正規調理員 栄養士 

現職数 退職者数 現職数 退職者数 

平成２１年度 ２７人 ２人 ６人  

平成２２年度 ２５人  ６人  

平成２３年度 ２５人 １人 ６人 １人 

平成２４年度 ２４人  ５人  

平成２５年度 ２４人 １人 ５人 １人 

 

（３）職員配置の課題 

①１調理場３人の正規職員配置を確保すると、平成２２年度には調理員が不足する。 

②現行でも、正規調理職員が病気等により欠けた場合、通常の調理作業を継続するための体

制を取る事が困難である。 

③臨時職員の年度途中退職が発生すると、調理経験のある新たな臨時職員の即時雇用が難し

く、安定した調理体制の確保が困難となっている。 
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２ 調理施設 

（１）施設・設備 

調理校施設は経年による壁面等の老朽化が進んでいる。調理設備については、毎年度不具合

の出たものから更新を行っているが、十分とはいえない状況となっている。 

学校名 稼動年月 調理方式 ２１年度設備更新予定 

第一小学校 昭和３８年１２月 ドライ運用 ガス回転釜 

第二小学校（親校） 昭和３８年１２月 ドライ運用 ガス回転釜、熱風消毒保管庫 

第五小学校（親校） 昭和４１年 ４月 ドライ運用 ガス回転釜、熱風消毒保管庫 

第七小学校 昭和４５年 ３月 ドライ運用  

第九小学校 昭和４５年１１月 ドライ運用 ガス回転釜 

第十小学校（親校） 昭和４７年 ４月 ドライ運用 ガス回転釜、熱風消毒保管庫 

小山小学校（親校） 昭和４９年 ４月 ドライ運用 ガス回転釜 

神宝小学校（親校） 昭和５０年 ４月 ドライ運用 ガス回転釜 

本村小学校（親校） 昭和５１年 ４月 ドライ運用 ガス回転釜 

 

（２）施設・設備面の課題 

①衛生調理の基本となるガス回転釜や熱風消毒保管庫、オーブンといった調理設備の老朽化

対応が進んでいない。 

 

Ⅳ 調理業務の委託 

１ 調理業務委託の導入 

 以上の課題分析を踏まえ、将来にわたって安定的な調理体制を確立し、「食育の推進」を基

本としながら学校給食の目標を達成するため、平成 22 年度より調理業務委託を導入するもの

とする。 

 

２ 本村小、第三小給食調理室整備計画 

 食数が多く親子の調理数が逆転している本村小学校と第三小学校の組み合わせは、調理施

設の新設も含めて平成 25 年度までに解決策を定めるものとする。 

 

 

Ⅴ 調理業務の委託にあたって 

１ 基本的な考え方 

（１）現調理室での調理 

 調理はこれまでどおり各学校の給食調理室で行う。また、調理に当たってはこれまでと同

様に既成の調理済食品を使わず手作りとし、給食の質を確保する。 

（２）施設・設備面 

 委託にあたっては調理設備を貸与する必要があり、調理に際して不都合な状態が生じない

最低限の設備整備を行う。 

（３）委託の範囲と内容 
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 委託する範囲は調理業務と、それに伴う業務（配缶や運搬、食器の洗浄・消毒・保管、清

掃等）とする。 

区   分 委 託 学校栄養士 学校長 

１ 献立の作成  ○  

２ 食材料の発注  ○  

３ 食材料の検品 ○   

４ 調理の指示  ○  

５ 調理作業 ○   

６ 調理の検査  ○  

７ 検食   ○ 

８ 配缶・運搬 ○   

９ 給食時間・給食指導  ○  

10 洗浄・消毒・保管 ○   

（４）学校給食の提供 

 学校栄養士を配置し、献立を作成する。食材料についても教育委員会と学校による学校給

食用物資納入業者選定委員会及び学校給食用物資委員会の組織を活用し購入する。 

（５）委託業者の選定 

 質のよい給食を提供できるよう、業務実績があり、衛生管理や社内研修体制でも優良な業

者を選定する。 

（６）食の安全・安心の確保 

 食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、かつ、健康で充実した生活

の基礎として重要なものであることから、引き続き、食材料の発注に関しては学校栄養士が

担当し食の安全・安心を確保する。 

（７）衛生管理の確保 

 O-157 対策などの衛生管理は、現在と同様に教育委員会と学校が責任を持って行うものと

する。また、委託業者の調理員には、市の職員と同様に、定期的な健康診断や腸内細菌検査

の実施を義務付ける。 

（８）教育委員会並びに学校と委託業者の連携 

 円滑な調理を実施するため、教育委員会が調理･洗浄･清掃方法などのマニュアルを作成し、

委託業者に示すものとする。また、委託業者は、このマニュアルに基づき学校と十分な打ち

合わせを行うものとする。 

（９）委託の検証 

 市が定めた衛生基準の確保、業務遂行等についての検証を行いながら、順次導入を進めて

いく。 

 

２ 留意すべき事項 

 具体的な調理業務委託の導入に当っては、学校栄養士、給食調理員を含めた検討を行い、

委託条件等について整理し委託仕様並びに委託契約書案を作成する。 
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（１）導入校数の考えかた 

①委託導入校数は直営の正規職員の退職状況に基づいて計画する。 

（２）調理業務委託導入校の選定について 

①委託校は、臨時職員による配膳員との関連を勘案し単独調理校とする。 

②導入１校目の選定にあたっては、調理設備の状況が良好な学校を選択する。 

③２校目以降については、委託導入前年の夏季休業中に設備更新等が実施できる学校を選択

する。 

（３）複数年契約 

①初年度は業者の実績を確認するため単年度契約とする。 

②初年度に良好な実績をおさめた業者を対象に、２年目より安定的な運営を確保するため複

数年契約を計画する。 

（４）委託に際しての調理規模 

①現在行っている食材料の下処理から調理という流れ、それに要する調理時間を考慮し 800

食を下回る規模を基本とする。 

（５）食に関する指導について 

 ①すべての調理校に学校栄養士を配置し、献立の作成及び食に関する指導を行う。 

 ②直営校で行う｢食に関する指導｣と同様、学校栄養士が管理する。 

 ③｢行事食｣など直営校で行っている形態も継続できるものとする。 

 

 ３ 年次計画 

 平成２２年度に第七小学校に調理業務委託を導入し、その後、定年退職者の動向を踏まえ

２５年度までに４校の導入を予定する。 

 その後、給食調理員の退職者の推移を勘案しながら導入を進める。 

 また、平行して本村小、第三小の課題解決に向けた取り組みを検討する。 

 

【小学校給食調理運営形態の推移】 

年  度 調理校数 内、委託調理校数 備   考 

平成２１年度 ９校 ０校  

平成２２年度 ９校 １校 第七小 

平成２３年度 ９校 ３校 第一小・第九小 

平成２４年度 ９校 ４校 小山小 

平成２５年度 ９校 ４校  

  

 


